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別紙 

申請事項記載書（案） 

１ 調査の名称 海面漁業生産統計調査 

２ 変更の内容 

   
変 更 案 変 更 前 変更理由 

   
   

１ （略） 
 
２ 調査の目的 
  本調査は、統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「法」とい
う。）に基づき、海面漁業生産統計（法第２条第４項第３号に
規定する基幹統計）を作成し、海面漁業（注１）の生産に関する実
態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的と
する。 
（注１）「海面漁業」とは、海面（サロマ湖、能取湖、風蓮湖、
温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。）
における水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 

 

１ （略） 
 
２ 調査の目的 
  本調査は、統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「法」とい

う。）に基づき、海面漁業生産統計（法第２条第４項第３号に
規定する基幹統計）を作成し、海面漁業（注１）の生産に関する実
態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的と
する。 
（注１）「海面漁業」とは、海面（浜名湖、中海、加茂湖、サ
ロマ湖、風蓮湖及び厚岸湖を含む。以下同じ。）における水
産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 

 

 
 
 農林水産省告示第 881号の改正に基
づく、湖沼の追加。 
  湖沼の記載順を告示に合わせて変
更。 
 
 

３ （略） 
 
４ 報告を求める者 
（１） 数（注４） 

（削る。） 
ア 海面漁業漁獲統計調査：約 2,300 客体 
イ 海面養殖業収獲統計調査：約 1,600 客体 

（注４）報告者数は、平成 29 年調査の実績 
 
（２） 選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

（削る。） 
 
 
 
 
 

ア 海面漁業漁獲統計調査票 
（略） 

イ 海面養殖業収獲統計調査票 
（略） 

（削る。） 
 
 

３ （略） 
 
４ 報告を求める者 
（１） 数（注４） 

ア 稼働量調査：約 760 客体  
イ 海面漁業漁獲統計調査：約 2,930 客体 
ウ 海面養殖業収獲統計調査：約 1,770 客体 

（注４）報告者数は、平成 22 年調査の実績 
 
（２） 選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

ア 稼働量調査票 
稼働量調査客体名簿（海面漁業経営体のうち、かつお・

まぐろ類に係る漁業種類のうち、漁獲成績報告書等（注５）が
活用できない漁業種類について調査実施年の前々年に営
み、かつお・まぐろ類の漁獲があったもの）を母集団情報
とする。 

イ 海面漁業漁獲統計調査票 
（略） 

ウ 海面養殖業収獲統計調査票 
（略） 

（注５） 「漁獲成績報告書等」とは、次に掲げる報告であっ 
て農林水産大臣が定めるものをいう。 
① 漁業法第 52 条第１項の規定による農林水産大臣の許可、

 
 
 
 稼働量調査の廃止、直近の調査の実
績に変更。 
 
 
 
 
 
 
 稼働量調査の利活用状況を踏まえ、
調査を廃止することに伴う削除。 
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（３） （略） 
 

同法第 65 条第１項及び水産資源保護法（昭和 26 年法律第
313 号）第４条第１項の規定による農林水産大臣若しくは都
道府県知事の許可又は漁業法第 66 条第１項の規定による
都道府県知事の許可を受けて漁業を営む者が農林水産大臣
又は都道府県知事に提出する漁獲成績又は事業成績に関す
る報告 

② 前記①に掲げるもののほか、漁業法第 134 条第１項の規
定により農林水産大臣又は都道府県知事が徴する漁業に関
する必要な報告 

 
（３） （略） 
 

 
 
 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 
（１） 報告を求める事項 

（削る。） 
 
 
 
 
 

ア 海面漁業漁獲統計調査票は、海面における水産動植物の
採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。（詳細は、
別記様式第１号及び第２号を参照） 
(ｱ) 水揚機関用・漁業経営体用 

水揚機関名・漁業経営体名、法人番号、漁業種類別、
操業水域別、魚種別漁獲量 

(ｲ) 一括調査用 
漁業種類・規模別の漁ろう体数、１漁ろう体当たり平

均出漁日数、１漁ろう体当たり平均漁獲量  
イ 海面養殖業収獲統計調査票は、海面における水産動植物

の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。（詳細
は、別記様式第３号及び第４号を参照） 
(ｱ) 水揚機関用・漁業経営体用 

水揚機関名・漁業経営体名、法人番号、養殖魚種別収 
獲量、年間種苗販売量、年間投餌量 

(ｲ) （略） 

 
（２） 基準となる期日又は期間 

毎年１月１日から 12 月 31 日までの１年間について行
う。 

なお、海面養殖業収獲統計調査に係るのり類及びかき類 
については、半年毎（１月１日～６月 30 日、７月１日～12
月 31 日）に調査を行う。 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 
（１） 報告を求める事項 

ア 稼働量調査票は、海面漁業経営体に係る次に掲げる事項
について行う。（詳細は、別記様式第１号を参照） 
(ｱ) 海面漁業経営体の氏名又は名称、住所並びに使用した

漁船名及びトン数 
(ｲ) 漁業種類別の出漁日数 
(ｳ) その他前(ｱ)及び(ｲ)に関する事項 

イ 海面漁業漁獲統計調査票は、海面における水産動植物の
採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。（詳細は、
別記様式第２号及び第３号を参照） 
(ｱ)  水揚機関用・漁業経営体用 

漁業種類別及び生産物種類別の生産量 
 

(ｲ) 一括調査用 
漁業種類・規模別の漁労体数、１漁労体当たり平均出

漁日数、１漁労体当たり平均漁獲量 
ウ 海面養殖業収獲統計調査票は、海面における水産動植物

の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。（詳細
は、別記様式第４号及び第５号を参照） 
(ｱ) 水揚機関用・漁業経営体用 

水揚機関名・漁業経営体名、養殖魚種別収獲量、年 
間苗販売量、年間投餌量 

   (ｲ) （略） 
 
（２） 基準となる期日又は期間 

毎年１月１日から 12 月 31 日までの１年間について行
う。 
なお、海面漁業漁獲統計調査に係るかつお・まぐろ類及 

び海面養殖業収獲統計調査に係るのり類及びかき類につ 
いては、半年毎（１月１日～６月 30 日、７月１日～12 月

 
 
 稼働量調査を廃止することに伴う
削除。 
 
 
 
 
 
 稼働量調査を廃止することに伴う
別記様式の番号の変更。 
 調査計画の修正に併せて調査内容
を明確化。 
 
 
  漁業法等関係法令の呼称に合わせ
て変更。 
 稼働量調査を廃止することに伴う
別記様式の番号の変更。 
 
 
 法人番号の追加 
 
 
 
 
 稼働量調査を廃止することに伴う
削除。 
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31 日）に調査を行う。 
 

６ 報告を求めるために用いる方法 
（１） （略） 
 
（２） 調査方法（■調査員調査、■郵送調査、■オンライン調

査、□その他） 
（削る。） 

 
 

（削る。） 
 
ア  水揚機関用 

（略） 
(ｱ)  統計調査員が、調査票又は電磁的記録を配布し、取集

する自計報告の方法 
なお、報告者の協力が得られる場合は、政府統計共同利

用システムにより、調査票を取集する自計申告の方法に
より行う。 

(ｲ)  （略） 
(ｳ)  （略） 

イ  漁業経営体用 
地方農政局等（注５）の長が、調査票を郵送により配布し、

取集する自計調査の方法により行う。 
なお、報告者の協力が得られる場合は、政府統計共同利

用システムにより、調査票を取集する自計申告の方法によ
り行う。 

ウ 一括調査用 
（略） 
（注５） （略） 

６ 報告を求めるために用いる方法 
（１） （略） 
 
（２） 調査方法（■調査員調査、■郵送調査、□オンライン調

査、□その他） 
ア 稼働量調査票 

統計調査員による面接聞き取り（他計報告）の方法によ
り行う。 

イ 海面漁業漁獲統計調査票及び海面養殖業収獲統計調査
票 
(ｱ)  水揚機関用 

（略） 
① 統計調査員が、調査票又は電磁的記録を配布し、取

集する自計報告の方法 
 
 
 
②  （略） 
③  （略） 

(ｲ)  漁業経営体用 
地方農政局等（注６）の長が、調査票を郵送により配布 

し、取集する自計調査の方法により行う。 
 
 
 

(ｳ) 一括調査用 
（略） 

（注６） （略） 
 

 
 
 
 
 
 稼働量調査を廃止することから、削
除。 
 
 
 
 
 
 
 
 調査方法に新たにオンライン調査
を導入することによる追加。 
 

７ 報告を求める期間 
（１） 調査の周期 

（削る。） 
 

ア 海面漁業漁獲統計調査票 
１年 

イ 海面養殖業収獲統計調査票 
（略） 

 
（２） 調査の実施期間又は調査票の提出期限 

毎年１月～３月 
ただし、半年毎に行うものにあっては、毎年１月～３月

７ 報告を求める期間 
（１） 調査の周期 

ア 稼働量調査票 
１年 

イ 海面漁業漁獲統計調査票 
１年（ただし、かつお・まぐろ類は半年） 

ウ 海面養殖業収獲統計調査票 
（略） 

 
（２） 調査の実施期間又は調査票の提出期限 
    毎年１月１日～３月 31 日 
    ただし、半年毎に行うものにあっては、毎年１月１日～

 
 
 稼働量調査を廃止することに伴う
削除。 
 
 稼働量調査を廃止することに伴う
削除。 
 
 
  
 
 現実的な範囲での変更。 
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及び７月～９月 ３月 31 日及び７月１日～９月 30 日 
 

８ 集計事項 
前記５（１）に掲げる事項について、全国・都道府県・大海

区別（注６）に集計する。また、漁獲成績報告書等（注７）が利用で
きる漁業種類については、別添１に基づき取りまとめを行う。 

 
 
詳細については別添２、概要については別添３を参照。 

 
（注６） （略） 
（注７） 「漁獲成績報告書等」とは、次に掲げる報告であっ

て農林水産大臣が定めるものをいう。 
① 漁業法第 52 条第１項の規定による農林水産大臣の
許可、同法第 65 条第１項並びに水産資源保護法（昭和
26 年法律第 313 号）第４条第１項の規定による農林水
産大臣若しくは都道府県知事の許可若しくは届出又は
漁業法第 66 条第１項の規定による都道府県知事の許可
を受けて漁業を営む者が農林水産大臣又は都道府県知
事に提出する漁獲成績又は事業成績に関する報告 

② 漁業法第 134 条第１項の規定により農林水産大臣又
は都道府県知事が徴する漁業に関する必要な報告 

 

８ 集計事項 
  前記５（１）に掲げる事項について、全国・都道府県・大海

区（注７）・市町村別に集計する。また、海面漁業漁獲統計調査
及び海面養殖業収獲統計調査において、漁獲成績報告書等が利
用できる漁業種類については、別添１に基づき取りまとめを行
う。 
詳細については、別添２を参照。 
 

（注７） （略） 

 
 利活用状況を踏まえ、集計地域を変
更。 
 稼働量調査を廃止するため、２調査
しかないことから調査名も削除。 
 
 概要における集計事項について明
確化。 
 
 稼働量調査を廃止することから、定
義の記載場所を変更。 
 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 
（１） 公表の方法 

概要及び詳細ともインターネット及び印刷物により公表 
する（詳細については、e-Stat に掲載）。 

 
（２） 公表の期日（別添３参照） 

概要については、調査実施年の 5月 31 日までに、詳細に
ついては調査実施年の翌年２月頃までに逐次公表する。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 
（１） 公表の方法 

概要及び詳細ともインターネット及び印刷物により公
表する。 

 
（２） 公表の期日（別添３参照） 

概要については、調査実施年の４月 30 日までに、詳細に
ついては逐次公表する。 

 

 
 
 公表方法を具体的に記載。 
 
 
 
 利活用状況及び行政ニーズを踏ま
えた公表事項の集計期間を確保する
ため、公表時期を変更。 

公表期日を明確化。 
 

10～12 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 

10～12 （略） 
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別添１ 漁獲成績報告書等が利用できる漁業種類及び取りまと 
める者について 

 

別添１ 漁獲成績報告書等が利用できる漁業種類及び取りまと 
める者について 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 漁獲成績報告書等が利用できる漁
業種類を明確化。 
 漁業種類の記載順を法令の建制順
に変更。 

漁業種類名 取りまとめる者

小型捕鯨業 農林水産大臣

中型さけ・ます流し網漁業

遠洋かつお・まぐろ漁業

近海かつお・まぐろ漁業

遠洋底びき網漁業

小割り式くろまぐろ養殖業

沖合底びき網漁業 東北農政局の長

（太平洋北区）

沖合底びき網漁業 関東農政局の長

（太平洋中・南区）

沖合底びき網漁業 北陸農政局の長

（日本海北・西区）

沖合底びき網漁業 九州農政局の長

（西部海区）

沖合底びき網漁業 北海道農政事務所長

（北海道区）

大中型まき網漁業 当該地方農政局長、北海道農政事務所長

以西底びき網漁業 及び沖縄総合事務局長

北太平洋さんま漁業

いか釣り漁業

ずわいがに漁業

※　上記に掲げるものの他、統計部長が定めるもの

漁業種類名 取りまとめる者

遠洋底びき網漁業 農林水産大臣

小型捕鯨業

遠洋かつお・まぐろ漁業

近海かつお・まぐろ漁業

中型さけ・ます流し網漁業

小割り式くろまぐろ養殖業

沖合底びき網漁業 東北農政局の長

（太平洋北区）

沖合底びき網漁業 関東農政局の長

（太平洋中・南区）

沖合底びき網漁業 北陸農政局の長

（日本海北・西区）

沖合底びき網漁業 九州農政局の長

（西部海区）

沖合底びき網漁業 北海道農政事務所長

（北海道区）

以西底びき網漁業 当該地方農政局長、北海道農政事務所長

大中型まき網漁業 及び沖縄総合事務局長

北太平洋さんま漁業

いか釣り漁業

ずわいがに漁業

東シナ海等かじき等流し網漁業

東シナ海はえ縄漁業

大西洋等はえ縄等漁業

太平洋底刺し網等漁業

かじき等流し網漁業

沿岸まぐろはえ縄漁業

小型するめいか釣り漁業

暫定措置水域沿岸漁業等

※　上記に掲げるものの他、統計部長が定めるもの
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別添２ 海面漁業生産統計調査 集計表表題一覧 

 
 

別添２ 海面漁業生産統計調査 集計表表題一覧 

 
 

 
 
稼働量調査の廃止及び調査の効率

化に伴い、また、利活用状況を踏まえ、
集計事項を見直し 

番号 表題 種類 集計地域

（削る） （削る） （削る）

（削る） （削る） （削る）

、 、 、1 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
漁業種類別漁獲量 県別大海区

、 、 、2 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
魚種別漁獲量 県別大海区

、 、 、3 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
魚種別漁獲量 さけ・ます細分類 県別大海区（ ）

、 、 、4 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
漁業種類別魚種別漁獲量 県別大海区

（削る） （削る） （削る）

（削る） （削る） （削る）

海面養殖業収獲統計調査 全国、都道府県5
養殖魚種別収獲量

全国、都道府県
海面養殖業収獲統計調査

年計・上半期・下
半期

6 養殖魚種別収獲量（かき類・のり
類）

海面養殖業収獲統計調査 全国、都道府県7
種苗養殖販売量

海面養殖業収獲統計調査 全国、都道府県8
投餌量

全国
9 漁業・養殖業水域別統計

主要漁業種類別生産量

（削る） （削る） （削る）

全国
10 漁業・養殖業水域別統計

主要魚種別生産量

番号 表題 種類 集計地域

大型定置網、沿岸
、 、 、

稼働量調査
まぐろはえ縄、沿 全国 都道府県 大海区
岸かつお一本釣、 県別大海区1

漁業種類別規模別統計 ひき縄釣の漁労体
数及び出漁日数

大型定置網、沿岸
、 、 、

稼働量調査
まぐろはえ縄、沿 全国 都道府県 大海区
岸かつお一本釣、 県別大海区2

漁業種類別月別統計 ひき縄釣の漁労体
数及び出漁日数

、 、 、3 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
漁業種類別漁獲量 県別大海区、市町村

、 、 、4 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
魚種別漁獲量 県別大海区、市町村

、 、 、5 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
魚種別漁獲量 さけ・ます細分類 県別大海区（ ）

、 、 、6 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
漁業種類別魚種別漁獲量 県別大海区

、 、 、7 海面漁業漁獲統計調査 年計・上半期・下 全国 都道府県 大海区
稼働量対象魚種漁獲量 半期 県別大海区

、 、 、8 海面漁業漁獲統計調査 全国 都道府県 大海区
特殊魚種別漁獲量 県別大海区

、 、 、9 海面養殖業収獲統計調査 全国 都道府県 大海区
養殖魚種別収獲量 県別大海区、市町村

、 、 、海面養殖業収獲統計調査
年計・上半期・下 全国 都道府県 大海区

県別大海区
10 養殖魚種別収獲量（かき類・のり

半期類）

、 、 、11 海面養殖業収獲統計調査 全国 都道府県 大海区
種苗養殖販売量 県別大海区

、 、 、12 海面養殖業収獲統計調査 全国 都道府県 大海区
投餌量 県別大海区

全国
13 漁業・養殖業水域別統計

主要漁業種類別生産量

全国
14 漁業・養殖業水域別統計

操業水域別稼働量

全国
15 漁業・養殖業水域別統計

主要魚種別生産量
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別添３  結果の公表に係る集計事項及び公表予定時期一覧 
 

 
公表に係る集計事項 

 
公表予定時期 

 
（略） 
（略） 
（略） 
漁業種類別・魚種別漁獲量 
養殖魚種別収獲量 
都道府県別、大海区別漁獲量 
都道府県別収獲量 
 
別添２海面漁業生産統計調査
集計表表題一覧 

 
調査実施年の５月末 
 
 
 
 
 
 
 
調査実施年の翌年２月頃 

 

別添３  結果の公表に係る集計事項及び公表予定時期一覧 
 

 
公表に係る集計事項 

 
公表予定時期 

 
（略） 
（略） 
（略） 
 
養殖魚種別収獲量 
 
都道府県別生産量 
 
別添２海面漁業生産統計調査
集計表表題一覧 

 
調査実施年の４月末 
 
 
 
 
 
 
 
調査実施年の翌年２月頃 

 

 
 
公表結果の利用時期及び行政部局

の行政ニーズを踏まえ、公表に係る集
計事項を拡充し公表予定時期を変更 

   

 



新 旧 変更理由

（削除） 別添１　稼働量調査

別添１　海面漁業漁獲統計調査票（水揚機関用・漁業経営体用） 別添２　海面漁業漁獲統計調査票（水揚機関用・漁業経営体用）

　法人番号の追加。

　稼働量調査を廃止することから、調
査票の削除

海面漁業生産統計調査　調査票新旧対照表（案）

　稼働量調査票を削除することから、
様式番号を変更。



別添２　海面漁業漁獲統計調査（一括調査用） 別添３　海面漁業漁獲統計調査（一括調査用）

別添３　海面養殖業収獲統計調査票（水揚機関用・漁業経営体用） 別添４　海面養殖業収獲統計調査票（水揚機関用・漁業経営体用）

　法人番号の追加。

　稼働量調査票を削除することから、
様式番号を変更。

　稼働量調査票を削除することから、
様式番号を変更。

　漁業法等関係法令の呼称に合わせて
変更。



別添４　海面養殖業収獲統計調査票（一括調査用） 別添５　海面養殖業収獲統計調査票（一括調査用）

　稼働量調査票を削除することから、
様式番号を変更。



- 1 - 

調 査 計 画 

 

１ 調査の名称 

  海面漁業生産統計調査 

 

 

２ 調査の目的 

本調査は、統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「法」という。）に基づき、海面漁

業生産統計（法第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成し、海面漁業（注１）の

生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。 

（注１）「海面漁業」とは、海面（サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜

名湖及び中海を含む。以下同じ。）における水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 

 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲 

海面に沿う市区町村及び漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 86 条第１項の規定に

より農林水産大臣が指定した市区町村 

 

（２）属性的範囲 

海面漁業経営体（注２）及び水揚機関（注３） 

（注２）「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯又は事業所をいう。 

（注３）「水揚機関」とは、生産物（海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をい

う。）の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地

に所在する漁業協同組合、会社等の事業所で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受

け、又はその販売の委託を受けるものをいう。 

 

 

４ 報告を求める者 

（１）数（注４） 

ア 海面漁業漁獲統計調査：約 2,300 客体 

イ 海面養殖業収獲統計調査：約 1,600 客体 

（注４）報告者数は、平成 29 年調査の実績 
 

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

  ア 海面漁業漁獲統計調査票 

前年の調査結果から作成された海面漁業漁獲統計調査の水揚機関名簿及び水揚

機関で把握できない漁業経営体等名簿を母集団情報とする。 

   イ 海面養殖業収獲統計調査票 

    前年の調査結果から作成された海面養殖業収獲統計調査の水揚機関名簿及び水

揚機関で把握できない養殖業経営体名簿を母集団情報とする。 
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（３）報告義務者 

海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項 

ア 海面漁業漁獲統計調査票は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲

げる事項について行う。（詳細は、別記様式第１号及び第２号を参照） 

(ｱ) 水揚機関用・漁業経営体用 

   水揚機関名・漁業経営体名、法人番号、漁業種類別、操業水域別、魚種別漁獲 

量 

(ｲ) 一括調査用 

漁業種類・規模別の漁ろう体数、１漁ろう体当たり平均出漁日数、１漁ろう体

当たり平均漁獲量 

イ 海面養殖業収獲統計調査票は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に

掲げる事項について行う。（詳細は、別記様式第３号及び第４号を参照） 

(ｱ) 水揚機関用・漁業経営体用 

水揚機関名・漁業経営体名、法人番号、養殖魚種別収獲量、年間種苗販売量、

年間投餌量 

(ｲ) 一括調査用 

養殖魚種名、養殖方法名、総施設面積、１施設当たり平均面積、１施設当たり

平均収獲量 

 

（２）基準となる期日又は期間 

毎年１月１日から 12 月 31 日までの１年間について行う。 

なお、海面養殖業収獲統計調査に係るのり類及びかき類については、半年毎（１月

１日～６月 30 日、７月１日～12 月 31 日）に調査を行う。 

 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

ア 地方農政局の管轄区域 

農林水産省－地方農政局－（統計調査員）－報告者 

イ 北海道 

  農林水産省－北海道農政事務所－（統計調査員）－報告者 

ウ 沖縄県 

農林水産省－内閣府沖縄総合事務局－農林水産センター－（統計調査員）－報告

者 

 

 
（２）調査方法（■調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 □その他） 

ア 水揚機関用 
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次に掲げるいずれかの方法により行う。 

(ｱ) 統計調査員が、調査票又は電磁的記録を配布し、取集する自計報告の方法 

   なお、報告者の協力が得られる場合は、政府統計共同利用システムにより、 

調査票を取集する自計申告の方法により行う。 

(ｲ) 統計調査員が水揚機関の事務所に備え付けた電子計算機の映像面若しくは紙 

面に表示された電磁的記録に記録されている事項を閲覧しその内容を調査票に 

転記する方法 

(ｳ) 統計調査員による面接聞き取り（他計報告）の方法 

イ 漁業経営体用 

地方農政局等（注５）の長が、調査票を郵送により配布し、取集する自計調査の方 

法により行う。 

なお、報告者の協力が得られる場合は、政府統計共同利用システムにより、調査 

票を取集する自計申告の方法により行う。 

ウ 一括調査用 

統計調査員が、調査票を配布し、取集する自計報告の方法、又は、統計調査員

による面接聞き取り（他計報告）の方法により行う。 

（注５）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び沖縄総合事務局の農林水産 

センターをいう。 

 

 

７ 報告を求める期間 

（１） 調査の周期 

ア 海面漁業漁獲統計調査票 

１年 

イ 海面養殖業収獲統計調査票 

１年（ただし、のり類及びかき類は半年） 

 

（２） 調査の実施期間又は調査票の提出期限 

    毎年１月～３月 
ただし、半年毎に行うものにあっては、毎年１月～３月及び７月～９月 

 

 

８ 集計事項 

前記５（１）に掲げる事項について、全国・都道府県・大海区別（注６）に集計する。 
また、漁獲成績報告書等（注７）が利用できる漁業種類については、別添１に基づき取 
りまとめを行う。 

  詳細については別添２、概要については別添３を参照。 

（注６）「大海区」とは、漁業の実態を地域別に明らかにするとともに、地域間の比較を容易にす

るため、海況、気象等の自然条件、水産資源の状況等を勘案して定めた区分。 

（注７）「漁獲成績報告書等」とは、次に掲げる報告であって農林水産大臣が定めるものをいう。 

① 漁業法第 52 条第１項の規定による農林水産大臣の許可、同法第 65 条第１項並びに水産資源 

保護法（昭和 26 年法律第 313 号）第４条第１項の規定による農林水産大臣若しくは都道府県知 

事の許可若しくは届出又は漁業法第 66 条第１項の規定による都道府県知事の許可を受けて漁 
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業を営む者が農林水産大臣又は都道府県知事に提出する漁獲成績又は事業成績に関する報告 

  ② 漁業法第 134 条第１項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が徴する漁業に関する必

要な報告 

 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１） 公表の方法 

概要及び詳細ともインターネット及び印刷物により公表する（詳細については、

e-Stat に掲載）。 

 

（２） 公表の期日（別添３参照） 

概要については、調査実施年の５月 31 日までに、詳細については調査実施年の翌

年２月頃までに逐次公表する。 

 

 

10 使用する統計基準 

漁業経営体及び水揚機関を調査対象としていることから日本標準産業分類等統計基

準は使用しない。 

 

 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

 

 保存期間 保存責任者 

調査票 ３年 地方農政局等の長 

調査票の内容を収録した電磁的記録媒体 永年 農林水産省大臣官房統計部長 

 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、前

記５の（１）に掲げる事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、

帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

 



別添１ 

漁獲成績報告書等が利用できる漁業種類及び取りまとめる者について 

 

漁業種類名 取りまとめる者 

遠洋底びき網漁業 

小型捕鯨業 

遠洋かつお・まぐろ漁業 

近海かつお・まぐろ漁業 

中型さけ・ます流し網漁業 

小割り式くろまぐろ養殖業 

農林水産大臣 

沖合底びき網漁業 

（太平洋北区） 
東北農政局の長 

沖合底びき網漁業 

（太平洋中・南区） 
関東農政局の長 

沖合底びき網漁業 

（日本海北・西区） 
北陸農政局の長 

沖合底びき網漁業 

（西部海区） 
九州農政局の長 

沖合底びき網漁業 

（北海道区） 
北海道農政事務所長 

以西底びき網漁業 

大中型まき網漁業 

北太平洋さんま漁業 

いか釣り漁業 

ずわいがに漁業 

東シナ海等かじき等流し網漁業 

東シナ海はえ縄漁業 

大西洋等はえ縄等漁業 

太平洋底刺し網等漁業 

かじき等流し網漁業 

沿岸まぐろはえ縄漁業 

小型するめいか釣り漁業 

暫定措置水域沿岸漁業等 

当該地方農政局長、北海道農政事務所長及び

沖縄総合事務局長 

※ 上記に掲げるものの他、統計部長が定めるもの 

 

 

 



別添２ 

海面漁業生産統計調査 集計表表題一覧 

 

番号 表題 種類 集計地域 

１ 
海面漁業漁獲統計調査 

漁業種類別漁獲量 

 
全国、都道府県、大

海区、県別大海区 

２ 
海面漁業漁獲統計調査 

魚種別漁獲量 

 
全国、都道府県、大

海区、県別大海区 

３ 
海面漁業漁獲統計調査 

魚種別漁獲量（さけ・ます細分類） 

 
全国、都道府県、大

海区、県別大海区 

４ 
海面漁業漁獲統計調査 

漁業種類別魚種別漁獲量 

 
全国、都道府県、大

海区、県別大海区 

５ 
海面養殖業収獲統計調査 

養殖魚種別収獲量 

 

全国、都道府県 

 

６ 

海面養殖業収獲統計調査 

養殖魚種別収獲量（かき類、のり

類） 

 

年計・上半期・下半期 

 

全国、都道府県 

７ 
海面養殖業収獲統計調査 

種苗養殖販売量 

 

全国、都道府県 

８ 
海面養殖業収獲統計調査 

投餌量 

 

全国、都道府県 

９ 
漁業・養殖業水域別統計 

主要漁業種類別生産量 

 

全国 

10 
漁業・養殖業水域別統計 

主要魚種別生産量 

 

全国 



別添３ 

結果の公表に係る集計事項及び公表予定時期一覧 

 

公表に係る集計事項 公表予定時期 

漁業部門別生産量 

漁業種類別漁獲量 

魚種別漁獲量 

漁業種類別・魚種別漁獲量 

養殖魚種別収獲量 

都道府県別、大海区別漁獲量 

都道府県別収獲量 

 

別添２海面漁業生産統計調査集計表表題一覧 

調査実施年の５月末 

 

 

 

 

 

 

 

調査実施年の翌年の２月頃 

 

 





様　式　第　1　号

: : : : : : : : : :

　  この調査は、農林水産省が今後の水産行政を遂

  行していくための基礎的な資料を作成するために

  行うものです。なお、この調査票に記入した調査

  事項は、統計以外の目的には使用しません。

法人の方は、法人番号を記入してください。

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

（ : 枚目のうち : 枚）

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

特 記 事 項

魚
 
種
 
別
 
漁
 
獲
 
量
 

(

㎏
）

計

この欄は、農林
水産省の職員が
記入します。

調査員名

調査員の担当区域

都道府県名

担当者名

連絡先

操  業  水  域

コード

: :

漁  業  種  類

コード

海面漁業漁獲統計調査票（水揚機関用・漁業経営体用）
統計法に基づく基幹統計

海面漁業生産統計

調 査 年 調 査 期 間 大　海　区 都府県（振興局） 市　区　町　村 水 揚 機 関 名 又 は 漁 業 経 営 体 名

秘 海　面  漁　業　生　産　統　計　調　査

農林水産省 海 面 漁 業 漁 獲 統 計 調 査 記 入 見 本

1812

入力方向

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

統計法に基づく国の
統計調査です。調査
票情報の秘密の保護
に万全を期します。



様　式　第　2　号

: : : : : : : : : :

　  この調査は、農林水産省が今後の水産行政を遂

  行していくための基礎的な資料を作成するために

  行うものです。なお、この調査票に記入した調査

  事項は、統計以外の目的には使用しません。

: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : :

（ : 枚目のうち : 枚）

: : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

特 記 事 項

 １漁ろう体１日当たり
 平均漁獲量(㎏)

前年同期値

本年値

 この欄は、農林
 水産省の職員が
 記入します。

調査員名

調査員の担当区域

都道府県名

担当者名

連絡先

  漁ろう体数(統)
前年同期値

本年値

 １漁ろう体当たり
 平均出漁日数(日)

前年同期値

本年値

: :

漁 業 種 類

項　　目
規　　　　　模

海面漁業漁獲統計調査

海面漁業漁獲統計調査票（一括調査用）

調 査 年 調 査 期 間 大　海　区 都府県（振興局） 市　区　町　村

記 入 見 本

秘

農林水産省

統計法に基づく基幹統計

海面漁業生産統計

海 面 漁 業 生 産 統 計 調 査

1912

入 力 方 向

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

統計法に基づく国の
統計調査です。調査
票情報の秘密の保護
に万全を期します。



様　式　第　3　号

: : : : : : : : : :

　 この調査は、農林水産省が今後の水産行政を遂

 行していくための基礎的な資料を作成するために

 行うものです。なお、この調査票に記入した調査

 事項は、統計以外の目的には使用しません。

: : : : : : : : : : : : : :

法人の方は、法人番号を記入してください。

: : : : : : : : : : : : : : : :

１　養殖魚種別収獲量 （ : 枚目のうち : 枚） 特 記 事 項

: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : :

２　年間種苗販売量

: : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : :

３　年間投餌量

: : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : :うち、まだい : : :

 この欄は、農林
 水産省の職員が
 記入します。

調査員名

調査員の担当区域

都道府県名

担当者名

連絡先

養 殖 合 計 : : :

うち、ぶり類 : : :

: : :

年  間  投  餌  量  （kg）

配  合  飼  料 生  餌

年  間  販  売  量
コード

: : :

: : :

:

:

:

:

計

種　苗　名
単　位

: :

水 揚 機 関 名 又 は 漁 業 経 営 体 名

養  殖  魚  種  名
 収  獲  量（kg）

コード

海 面 養 殖 業 収 獲 統 計 調 査

海面養殖業収獲統計調査票（水揚機関用・漁業経営体用）

調 査 年 調 査 期 間 大　海　区 都府県（振興局） 市　区　町　村

記 入 見 本

秘

農林水産省

統計法に基づく基幹統計

海面漁業生産統計

海　面　漁　業　生　産　統　計　調　査

入 力 方 向

1022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。



様　式　第　4　号

: : : : : : : : : :

　  この調査は、農林水産省が今後の水産行政を遂

  行していくための基礎的な資料を作成するために

  行うものです。なお、この調査票に記入した調査

  事項は、統計以外の目的には使用しません。

: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : :

: : : : : : : : :

: : : : : : : : :

 １施設当たり平均収獲量　　 : : : : : : : : :

特 記 事 項

総施設面積（㎡）

１施設当たり平均面積（㎡）

単位

 この欄は、農林
 水産省の職員が
 記入します。

調査員名

調査員の担当区域

都道府県名

担当者名

連絡先

: :

養  殖  魚  種  名 養  殖  方  法  名

項　　　　　目 前年同期値 本年値

海 面 漁 業 生 産 統 計 調 査

海面養殖業収獲統計調査

海面養殖業収獲統計調査票（一括調査用）

調 査 年 調 査 期 間 大　海　区 都府県（振興局） 市　区　町　村

記 入 見 本

秘

農林水産省

統計法に基づく基幹統計

海面漁業生産統計

入力方向

1122

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

統計法に基づく国の統
計調査です。調査票情
報の秘密の保護に万全
を期します。



 

海面漁業生産統計調査の必要性について 

 

１ 調査の目的・必要性 

  海面漁業生産統計調査は、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第２条第４項に規定さ 

れた基幹統計を作成するため同条第６項に規定された基幹統計調査であり、海面漁業

の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的として

毎年実施している調査である。 

 調査結果は、「水産基本法（平成 13 年法律第 89 号）に基づく水産基本計画におい

て自給率目標を定める際等に利用されており、水産物の安定供給の確保、水産業の健

全な発展に寄与している。 

 なお、具体的な利活用は以下のとおり。 

 ① 水産基本法（平成 13 年法律第 89 号）第 11 条に基づく「水産基本計画」（平成 

29 年４月 28 日閣議決定）のうち、水産物の自給率目標を定める際及び第 15 条に 

基づく水産資源に関する調査又は研究に資する際の基礎資料 

 ② 「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」（平成８年法律第 77 号）第３条 

に基づく資源の保存及び管理を行うための特定海洋生物資源ごとの漁獲可能 

量（TAC）を設定する際の基礎資料 

  ③ 沿岸整備漁場開発法（昭和 49 年法律第 49 号）第６条に基づく「栽培基本方針」 

のうち、栽培漁業対象種の漁獲量動向の見通しを定める際の基礎資料 

  ④ 「持続的養殖生産確保法」（平成 11 年法律第 51 号）に基づき、伝染病疾病の 

発生及びまん延を防止し、養殖漁場の環境改善にかかる措置を的確に講じるため 

の基礎資料 

  ⑤ 外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）に基づく、輸入割当（IQ） 

制度の輸入割当量を設定する際の基礎資料 

  ⑥ 二国間の漁業分野における協力関係を発展させることを目的とする「漁業協定」 

において、毎年双方の操業条件を定めるための政府間交渉が行われており、その 

際の基礎資料 

  ⑦ 国際条約に基づき設置された機関へ資源評価のためのデータの提出が義務づ 

けられており、このデータを算出する際の基礎資料 

⑧ 「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」 

（平成８年法律第 76 条）第６条に規定する「排他的水域における科学的根拠を 

有する海洋生物資源の動向」を定める際の基礎資料 等 

 

２ 他調査との重複 

  海面漁業の生産量等について漁業種類別、魚種別等詳細に調査を実施している統計 

調査は他になく、また、本調査に代替できる行政記録情報も少ないことから、本調査 

の実施は必要である。 

 

 



３ 行政記録の利活用 

  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 52 条第１項の規定による農林水産大臣の許 

可、同法 65 条第１項及び水産資源保護法（昭和 26 年法律第 313 号）第４条第１項の 

規定による農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可若しくは届出又は漁業法第 66 

条第１項の規定による都道府県知事の許可を受けて漁業を営む者が農林水産大臣又 

は都道府県知事に提出する漁獲成績又は事業報告並びに漁業法 134 条第１項の規定 

により農林水産大臣又は都道府県知事が必要とあるときに徴する漁業に関する必要 

な報告が利用できる漁業種類については、行政記録として漁獲成績に関する報告等 

を利用している。 

 

４ 事業所母集団データベースを利用した重複排除等 

  本調査において、全数調査のため重複排除は実施していない。また、調査結果名簿 

については、６月下旬までに提出することを予定している。 
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